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第 13 章 準備書についての市長の意見とそれに対する事業

者及び都市計画決定権者の見解 

福岡市環境影響評価条例第 10 条第 1 項の規定に基づく、環境の保全の見地からの市長意

見が令和 2 年 3 月 3 日(環調第 273 号)に送付された。 

準備書についての市長の意見と、それに対する事業者及び都市計画決定権者の見解を表

13-1(1)～(3)に示す。 

表 13-1(1) 準備書についての市長の意見とそれに対する事業者及び都市計画決定権者の見解 

環境保全の見地からの意見 事業者及び都市計画決定権者の見解 

1. 全体的事項 

本事業は、九州大学箱崎キャンパス跡地のまちづくりの

ため、北エリアで福岡市が実施する土地区画整理事業と南

エリアで独立行政法人都市再生機構が実施する土地の造

成の事業の２つの事業を合わせて約 56ha の基盤整備を行

うものである。 

また、本事業に先行して九州大学による解体工事、土壌

汚染対策工事及び埋蔵文化財調査が実施されており、南

エリアにおける都市計画道路整備とあわせて「関連事業」と

して位置付け、本事業と重複する期間の工事内容及びスケ

ジュールを整理して一体的な環境影響評価が行われてい

る。 

今後、評価書の作成、環境保全措置及び事後調査の実

施にあたっては、以下に示す個別的事項を勘案し取り組ん

でいくこと。 
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表 13-1(2) 準備書についての市長の意見とそれに対する事業者及び都市計画決定権者の見解 

環境保全の見地からの意見 事業者及び都市計画決定権者の見解 

2. 個別的事項 

（1） 大気質及び騒音について 

航空機や自動車交通の影響が大きいという地域特性が

あり、複合的な環境影響について懸念する住民意見も寄

せられていることから、環境保全措置の実施については現

況及び将来予測の結果を踏まえ、必要かつ適切な対応を

行うこと。さらに、住居の近傍における工事については一

層の配慮を行うこと。特に、環境保全措置後の予測結果が

目標値と同値である粉じんについては、事業実施区域内

及び周辺の状況や天候等に応じて適切な環境保全措置を

実施すること。また、事後調査に係る住民意見を踏まえ、

調査結果については分かりやすい公表に努めること。 

評価書においては、航空機や自動車交通の影響が大き

いという地域特性を考慮して、資材等運搬車両の走行及び

存在・供用に伴う施設関連車両の走行についても騒音の事

後調査を実施することとしており、その調査結果を踏まえ、

必要に応じて追加の環境保全措置を検討します。 

住居の近傍における工事については、計画的かつ効率

的な工事計画を検討するとともに建設機械の配置や、必要

に応じた仮囲いの設置等の措置を検討しています。 

また、粉じんについては計画的かつ効率的な工事計画

を検討するとともに、飛散抑制措置を検討しています。さら

に、事業実施区域内及び周辺の状況や天候等に応じて、

強風時には土工事を控えるなど適切な環境保全措置も検

討しています。 

なお、予測結果の検証のために事後調査を実施する予

定であり、その調査結果及び結果を踏まえ必要に応じて新

たに環境保全措置を実施することとした内容について、分

かりやすい公表とするよう努めます。 

（2） 水質について 

降雨時に生じる濁水に対する環境保全措置について

は、公共用水域までの排水経路を明示し、下水道を通

じて博多湾に放流する区域についても必要な容量を計

算して沈砂池を設置するなど、河川に放流する区域と同

様の措置を実施するよう評価書に記載すること。 

降雨時に事業実施区域内より発生する雨水について

は、工区別に公共用水域までの排水経路を明示しまし

た。 

また、公共下水道を通じて博多湾に放流する区域に

ついては、仮設沈砂池の設置、土砂流出の防止等の環

境保全措置の実施を検討していましたが、評価書に明

記しました。 

（3） 動物及び生態系について 

鳥類に係る注目すべき生息地として整理されている事

業実施区域内の樹林環境が直接改変される計画であるこ

とから、既存樹木の残置、移植（仮植を含む）や緑量の維

持をはじめとする準備書に記載されている緑化計画及び環

境保全措置の重要性は非常に高い。 

これらの具体化に係る検討にあたっては専門家の意見

を十分に聴いて生態系ネットワークの保全に努めること。 

評価書に記載している緑化計画（公園植栽計画及び街

路樹の植栽計画）の具体化にあたっては、生態系ネットワ

ークの保全の観点からの専門家の意見を参考に管理者と

の協議を行います。また、まちづくりにおける植栽計画につ

いても、生態系ネットワークの保全の観点からの専門家の

意見を参考に、必要に応じて土地利用事業者に対し自主

的な環境保全措置を促すよう努めます。 

（4） 植物について 

アオイゴケの環境保全措置の実効性を高めるため、環

境影響の回避・低減を優先し、その上で代償措置を行わな

ければならない場合においては管理地等適切な場所での

生育などの安全措置も検討すること。 

アオイゴケに係る環境保全措置については、造成地の

存在による本種の生育個体群の消失を回避・低減するた

め、原位置保全樹木の根元に生育している個体がある場

合は残置することとしているが、低減措置が難しい場合

は、生態的特徴を考慮した移植先を検討し個体を移植する

ことによる代償措置を講じる旨を評価書に記載しました。 

（5） 残土について 

残土の再利用量については、その種類ごとに旧工学部

２号館の解体工事等における実績値をもとに算出し、適切

な予測評価を行うこと。 

旧工学部２号館の解体工事等における実績値をもとに、

予測評価を行った結果、残土は発生しない旨を評価書に

記載しました。 
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表 13-1(3) 準備書についての市長の意見とそれに対する事業者及び都市計画決定権者の見解 

環境保全の見地からの意見 事業者及び都市計画決定権者の見解 

3 その他 

（1） 事後調査及び環境保全措置について 

事業実施区域内において、本事業、関連事業と後発

の建設事業や供用後の車両交通が同時並行的に生じ

た場合、建設機械の稼動に伴う粉じん、資材等運搬車

両の走行に伴う騒音などの環境影響は一体不可分であ

ると想定されることから、区域内で工事を実施または施

設を供用する事業者（以下、「区域内工事供用事業者」

という）の自主的な環境保全措置を促すため、環境影響

評価の内容について各事業者と必要な情報共有に努

めること。 

また、森林性旅鳥の生息状況に関する事後調査の

実施にあたっては、事業実施区域全体の自然環境の状

況と深く関係があると考えられることから、事業実施区

域内における緑化の状況等について十分に情報収集す

ること。 

事業の実施にあたって、本事業と関連事業、後発の

建設事業による粉じん、騒音等の一体不可分な環境影

響が予想される場合、又は事後調査結果を踏まえて新

たに環境保全措置を実施する事が必要な場合は、自主

的な環境保全措置を促すために、区域内工事供用事業

者との情報共有に努めます。 

また、森林性旅鳥の生息状況に関する事後調査につ

いては、事業実施区域内における植生の状況について

可能な限り情報収集したうえで実施します。 

（2） まちづくりにおける環境配慮の取り組みについて 

本市においては、気象災害の激甚化や、国内外にお

ける温暖化対策の緊急性、重要性の高まりを背景に、

「脱炭素社会」の実現に向けて、市民・事業者と一体と

なった取り組み強化のため、「福岡市地球温暖化対策

実行計画」の改定を行う予定である。 

事業者はこの状況に留意するとともに，環境共生の

取り組みが記載された「九州大学箱崎キャンパス跡地

グランドデザイン」（平成 30 年 7 月，福岡市及び九州大

学により策定）や本境影響評価の理念に則り，区域内

工事供用事業者と協力し環境配慮に対する取り組みが

なされるよう努めること。 

「脱炭素社会」の実現に向けた動向に留意し、「九州

大学箱崎キャンパス跡地グランドデザイン」や本環境影

響評価の理念を区域内工事供用事業者と共有して、環

境配慮に対する取り組みに努めます。 


